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SOLIDWORKS® Education Edition、SOLIDWORKS® Research Editionおよび

SOLIDWORKS® Student Editionの追加使用条件 
 

2015年8月10
日第2版 

  
1. 定義   本追加使用条件では、以下のように用語を定義します。 

a) 「教育上の目的」とは、資格条件を満たした学生による教室もしくは研究室

における学習（ゼミを含む）、または資格条件を満たした教職員による指導

もしくは科目の準備をいいます。 また、教育上の目的には、実習またはその

他の学生プロジェクト（著作物に所有権がない場合）を含み、知的財産を創

造または移転せず、その成果がパブリックドメインの一部になる場合も指し

ます。 教育上の目的には、研究上の目的、商用目的、またはカリキュラムの

開発を含みません。 
b) 「研究上の目的」とは、SOLIDWORKSが研究プロジェクトの問題提起、モデル

化、分析、成果または成果物に直接貢献するあらゆる著作物をいいます。 研
究上の目的には、商用目的またはカリキュラムの開発を含みません。 

c) 「商用目的」とは、専門コンサルティング、再販のためのハードウェア製造、

ジョブショップ活動、技術サービス契約の下で実施されるサービス、企業も

しくは政府のインターンシップ、個人指導、または資格条件を満たした学生

以外の者のトレーニングを含むすべてのビジネス（商業）活動をいいます。 
d) 「カリキュラムの開発」とは、DS SolidWorksソフトウェアを使用して、再販

のために指導用資料を作成または変更することをいいます。 プログラムの詳

細については、SOLIDWORKS Research Associate Agreementをご参照ください。 
e) 「資格条件を満たした教育機関」とは、文部科学省が学校教育法に基づき認

定しているの国公立もしくは私立の教育機関（学校法人）、厚生労働省が雇

用能力促進法に基づき認定している職業訓練校（受託を除く）、地方行政に

関する法律に定められた教育組織、国、及び 地方自治体で設立された大学校、

教育機関の管理を目的として設立されている教育委員会、及び 教育機関の設

立・運営を主体としている学校法人、SOLIDWORKS が認定した教育機関をい

います。 資格条件を満たした教育機関には、非認定校、非認定トレーニング

センター、非認定人材育成センター、企業内スクール、および非認定ホーム

スクールプログラムは含まれません。 また、非営利の学習センター、博物館、

公立図書館、アウトリーチプログラム、ファブラボ、メーカースペース、ハ

ッカースペース、およびホビーセンターも含まれません。 
f) 「資格条件を満たした研究機関」とは、大学、及び 大学付属の研究施設をい

います。 資格条件を満たした研究機関には、各都道府県・市長村が主管とな

る施設や公的な研究施設、営利目的の企業、営利目的の研究センター、技術

インキュベーター、アクセラレーター、非営利の学習センター、博物館、公

立図書館、アウトリーチプログラム、ファブラボ、メーカースペース、ハッ

カースペース、およびホビーセンターを含まれません。 
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地域によっては、上記の資格要件以外にも、追加の資格条件が存在します。 
I. 北米： 資格条件を満たした研究機関には、大学付属研究センター

（University Affiliated Research Centers UARC）および大学所有の研究

機関も含まれます。 資格条件を満たした研究機関には、非営利法

人、連邦研究開発センター（Federally Funded Research and 
Development Centers：FFRDC）、非学術・非営利研究センター、 
および非学術または業界コンソーシアムは含まれません。 

II. 中東およびアフリカ： 資格条件を満たした研究機関には、非営利

または政府所有の研究センターおよび非営利コンソーシアムも含ま

れます。 
III. その他の全地域： 具体的な追加資格条件については、地域の

SOLIDWORKS Education担当者にお問い合わせください。 
g) 「資格条件を満たした学生」とは、資格条件を満たした教育機関で学位、卒

業証書、または認定書の取得を目指す全日制の学生をいいます。 資格条件を

満たした学生が全日制とみなされるためには、科目および/または実習を週6
時間以上履修する必要があります。厚生労働省の雇用促進法により設立され

た職業訓練校に通学している場合は、訓練期間が6か月以上であり、求職中

であることが必要です。 資格条件を満たした学生には、博士課程修了者もし

くは職業研究者、企業のトレーニングプログラムの参加者、およびファブラ

ブもしくはホビーセンターのメンバーは含まれません。 
h) 「資格条件を満たした教職員」とは、資格条件を満たした教育機関にて、カ

リキュラムの一環としてDS SolidWorksソフトウェアの使用を必要または許可

する1つ以上の科目を教える、または準備をするあらゆる個人をいいます。 
i) 「資格条件を満たした研究者」とは、資格条件を満たした教育機関の学部生、

大学院生、教授、准教授、教員および技術職員をいいます。 
j) 「研究プロジェクト」とは、資格条件を満たした大学、及び 大学付属の研究

機関において実施される研究、知的財産を生み出す、または教室における学

習体験とみなされない産官学連携プロジェクトを含むあらゆる研究活動をい

います。 これには、資格条件を満たした大学、及び 大学付属の研究機関と外

部事業体の間の委託契約による作業、および製品または着想を商業化または

再販する目的で実施されるあらゆる作業が含まれます。 これには、商用目的

で実施される作業は含まれません。 
k) 「知的財産」とは、商業的価値を形成する、あらゆる種類の収益を生み出す、

または個人もしくは機関の認知度を高めるあらゆるものをいいます。 
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2. Education Editionライセンスの許諾および範囲   Dassault Systèmes SolidWorks 
Corporation（以下「DS SolidWorks」といいます）は、資格条件を満たした教育機

関に対し、SOLIDWORKS Education Editionソフトウェア（以下「SWEE」といいま

す）のライセンスをSOLIDWORKS商用版よりも大幅に低い価格で許諾します。 こ
のため、SWEEには、商用ライセンスに適用される標準のソフトウェアライセン

スおよびSubscriptionサービス契約（Software License and Subscription Service 
Agreement、以下「EULA」といいます）の条項を超えた制限が含まれます。  
SWEEのライセンシーは、EULAに定める使用条件に加えて、以下の条件に同意す

る必要があります。 
a) SWEEは、資格条件を満たした教育機関の資格条件を満たした学生および資格

条件を満たした教職員が教育目的に限り使用するものとします。 
b) SWEEは、資格条件を満たした教育機関の資格条件を満たした学生および資格

条件を満たした教職員が所有またはリースするコンピュータ上にのみインス

トールするものとします。 
c) SWEEは、資格条件を満たした機関の資格条件を満たした学生、資格条件を満

たした教職員、または教員もしくは職員が管理し維持するものとします。 
d) SWEEでは、スタンドアロン、またはSOLIDWORKS Network License（SNL）をご

使用いただけます。 SNLのインストールは、単体施設での使用を目的としま

す。 単体施設とは、資格条件を満たした教育機関の1箇所の施設またはキャ

ンパスをいいます。  
e) 資格条件を満たした教育機関は、冊子や電子シラバスにおいてSWEEの利用を

必要または許可する科目のみを告知するものとし、他の印刷またはデジタル

の媒体を通じてそうした科目を告知することはできません。 
f) SWEEには、「SOLIDWORKS Education Edition」を利用して作成されたファイル

であることを識別するためのオンスクリーンおよび印刷機能（ウォーターマ

ーク）が含まれます。 SWEEで作成されたファイルは、商用または研究上の

目的で使用することはできません。 意図的または偶発的にそうした使用が行

われた場合、DS SolidWorksは、研究用または商用ファイルから透過ウォータ

ーマークを削除する責任も義務も一切負わないものとします。 
 

3. SOLIDWORKS Research Editionライセンスの許諾および範囲 Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation（以下「DS SolidWorks」といいます）は、資格条件を満た

した研究機関に対し、SOLIDWORKS Research Editionソフトウェア（以下「SWRE」
といいます）をSOLIDWORKS商用版よりも大幅に低い価格で提供します。 このた

め、SWREには、商用ライセンスに適用される標準のソフトウェアライセンスお

よびSubscriptionサービス契約（Software License and Subscription Service Agreement、
以下「EULA」といいます）の条項を超えた制限が含まれます。 SWREのライセン

シーは、EULAに定める使用条件に加えて、以下の条件に同意する必要があります。 

http://www.solidworks.com/sw/eula_en.htm
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a) SWREは、資格条件を満たした研究機関の資格条件を満たした研究者が研究上の

目的に限り使用するものとします。 SWREは、商用またはカリキュラムの開発の

目的で使用しないものとします。 
b) SWREは、資格条件を満たした研究者または資格条件を満たした研究機関が所有

またはリースするコンピュータ上にのみインストールするものとします。 
c) SWREは、資格条件を満たした研究機関の資格条件を満たした研究者、または教

員もしくは技術職員が管理し維持するものとします。 
d) SWREは、スタンドアロン、またはSOLIDWORKS Network License（SNL）をご使用い

ただけます。 SNLのインストールは、単体施設での使用を目的とします。 単体施

設とは、資格条件を満たした研究機関の1箇所の施設またはキャンパスをいいます。  

4. Student Editionライセンスの許諾および範囲   Dassault Systèmes SolidWorks 
Corporation（以下「DS SolidWorks」といいます）は、資格条件を満たした学生に

対し、SOLIDWORKS Student Editionソフトウェア（以下「SWSE」といいます）のラ

イセンスをSOLIDWORKS商用版よりも大幅に低い価格で許諾します。 このため、

SWSEには、商用ライセンスに適用される標準のソフトウェアライセンスおよび

Subscriptionサービス契約（Software License and Subscription Service Agreement、以

下「EULA」といいます）の条項を超えた制限が含まれます。 SWSEのライセンシ

ーは、EULAに定める使用条件に加えて、以下の条件に同意する必要があります。 
a) SWSEは、資格条件を満たした教育機関の資格条件を満たした学生および資格条

件を満たした教職員が教育上のカリキュラム教材の作成、及び 自習目的に限り

使用するものとします。 これは、研究上または商用目的で使用しないものとし

ます。 
b) SWSEは、資格条件を満たした教育機関の資格条件を満たした学生または資格条

件を満たした教職員が所有またはリースするパーソナルコンピュータ上にのみイ

ンストールするものとします。 
c) SWSEは、スタンドアロンライセンスで提供され、譲渡不能とします。 SWSEは、

ソフトロック機構により、インストールを1台のコンピュータのみに限定してい

ます。 
d) SWSEを認定されていない企業または個人に再販することはできません。 
e) SWSEは、パッケージに指定された月数、すなわち12ヵ月が経過すると有効期限

が切れ、サブスクリプション・サービスも適用されず、アップグレードもできま

せん。 
f) SWSEには、「SOLIDWORKS Student Edition」を利用して作成されたファイルであ

ることを識別するためのオンスクリーンおよび印刷機能（ウォーターマーク）が

含まれます。 SWSEで作成されたファイルは、商用または研究上の目的で使用す

ることはできません。 意図的または偶発的にそうした使用が行われた場合、DS 
SolidWorksは、研究用または商用ファイルから透過ウォーターマークを削除する

責任も義務も一切負わないものとします。 
 
SOLIDWORKS EULAの全文を参照するには、こちらをクリックしてください。 

http://www.solidworks.com/sw/eula_en.htm
http://www.solidworks.com/sw/eula.htm

